
施設外就労農業体験事業

農業事業者

障がい者
（障がい者3人 ＋ 福祉事業所職員1名程度が

支援者として付添）

福祉事業所
燕市 ①事前マッチング

※市が調整

③障がい者の派遣

⑦委託料支払

④
作
業

⑤
助
言
・

指
導

◆施設外就労農業体験
事業委託料

【1】体験講師謝金相当
（農業技術に係る助言指導）
⇒農業事業者へ2,000円/時間

【2】作業工賃相当
（事業所の農作業委託費）
⇒障がい者へ1人あたり
782円/時間（最低賃金）

⑧作業工賃支払

チーム

②体験事業委託

【1】

【2】

⑥委託料支払

農業事業者が
福祉事業所と契約

燕市が
農業事業者と契約


